
○
規

則

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

○
告

示

指
定
年
月
日

種

類

名

称

発
行
所
名
等

指

定

理

由

令
四
・

八
・
三
○

雑

誌

実
話
ナ
ッ
ク
ル
ズ
月
刊
八
・
九
月
合
併

号

㈱
大
洋
図
書

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
著
し
く
青

少
年
に
粗
暴
性
若

し
く
は
残
虐
性
を

植
え
付
け
、
又
は

著
し
く
青
少
年
の

規

則

大
分
県
立
工
科
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
職
業
訓
練
生
災
害
見
舞
金
支
給
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示

青
少
年
に
有
害
な
図
書
等
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
占
用
の
制
限
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

河
川
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

公

告

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

開
発
行
為
の
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

落
札
者
等
の
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

大
分
県
立
工
科
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
九
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
三
十
九
号

大
分
県
立
工
科
短
期
大
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
立
工
科
短
期
大
学
校
管
理
規
則
（
平
成
九
年
大
分
県
規
則
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
七
条
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
に
入
学
し
た
者
で
あ
っ
て
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
審

査
規
則
（
令
和
四
年
文
部
科
学
省
令
第
十
八
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
審
査
に
合
格
し
た

者
附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
職
業
訓
練
生
災
害
見
舞
金
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
九
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
四
十
号

大
分
県
職
業
訓
練
生
災
害
見
舞
金
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
職
業
訓
練
生
災
害
見
舞
金
支
給
規
則
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
一
号
ニ
中
「
第
八
十
条
」
を
「
第
七
十
二
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
号

次
の
図
書
等
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健

全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
こ
れ
を
有
害
図
書
等
に
指
定
し
た
。

令
和
四
年
九
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令

和

四

年

第
三
四
一
号

九

月

九

日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
報
（
規
則
・
告
示
）

令
和
四
年
九
月
九
日

一



〃

〃

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

八
月
号

㈱
鉄
人
社

犯
罪
若
し
く
は
自

殺
を
誘
発
し
、
そ

の
健
全
な
育
成
を

害
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

一
般
国
道
二

一
三
号

国
東
市
国
東
町
北
江
字
宮
田
四
○
一
五

番
六
か
ら

国
東
市
国
東
町
北
江
字
宮
田
四
○
一
三

番
六
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

三
○
・
二

〜
二
二
・
二

メ
ー
ト
ル

四
五
・
七

後

三
〇
・
二

〜
一
八
・
五

四
五
・
七

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

一
般
国
道
二
一
三
号

国
東
市
国
東
町
東
堅
来
字
白
砂
九
七
番
三
地
先
か
ら

国
東
市
国
東
町
東
堅
来
字
塩
屋
二
〇
六
番
一
地
先
ま
で

一
般
国
道
三
二
六
号

豊
後
大
野
市
三
重
町
内
山
字
鳥
居
木
九
六
番
四
か
ら

豊
後
大
野
市
三
重
町
内
田
字
岩
崎
二
八
番
一
地
先
ま
で

県
道
三
重
野
津
原
線

豊
後
大
野
市
清
川
町
臼
尾
字
京
塚
一
六
二
六
番
か
ら

豊
後
大
野
市
清
川
町
臼
尾
字
京
塚
一
六
一
二
番
四
ま
で

一
般
国
道
三
八
七
号

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
菅
原
字
川
底
一
四
四
三
番
一
〇
か
ら

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
菅
原
字
詰
ノ
平
七
七
五
番
八
地
先
ま
で

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
九
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
九
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
九
月
九
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
九
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

占
用
を
制
限
す
る
区
域

二

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更

新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地

を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三

占
用
を
制
限
す
る
理
由

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡
大
を

防
止
す
る
た
め

四

占
用
の
制
限
を
開
始
す
る
期
日

令
和
四
年
十
月
一
日

大
分
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

大
野
川
水
系
玉
来
川
に
つ
い
て
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
第
三

号
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
四
年
九
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

次
の
図
面
の
赤
線
で
囲
ん
だ
部
分
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
の
う
ち
、
河
川
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
の
区
域
以
外
の
区
域

（
「
次
の
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
面
と
と
も
に
、
大
分
県
土
木
建
築
部
河
川
課
及
び
竹
田
土

木
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
ほ
か
、
大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
公
開
す
る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア

ド
レ
ス
は
次
の
と
お
り
。
）

h
ttp
s://w

w
w
.p
ref.o

ita.jp
/so
sh
iki/１７２００/kasen

sh
itei２０２２.h

tm
l

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

区

域

大
分
県
報
（
告
示
）

令
和
四
年
九
月
九
日

二



○
公

告

役

名

氏

名

住

所

理

事

真

砂

矩

男

杵
築
市
大
字
南
杵
築
二
二
六
七
番
地
一

〃

加

藤

隆

義

〃

大
字
杵
築
九
〇
七
番
地

〃

中

野

房

夫

〃

大
字
本
庄
八
〇
四
番
地
一

〃

宮

本

耕

作

〃

大
字
八
坂
二
八
七
五
番
地
二

〃

小

春

稔

〃

大
字
鴨
川
三
二
七
番
地

〃

山

本

陽

司

〃

大
字
溝
井
四
一
八
番
地

〃

二

宮

健

治

〃

大
字
溝
井
四
一
〇
三
番
地

〃

岩

尾

公

則

〃

大
字
日
野
二
二
二
三
番
地

〃

小

形

善

郎

〃

大
字
日
野
一
七
九
九
番
地

〃

宮

川

寿

章

〃

大
字
守
江
二
二
〇
八
番
地
一
〇

〃

日

浦

尚

美

〃

大
字
狩
宿
七
番
地

〃

長

友

信

孝

〃

大
字
奈
多
三
二
六
六
番
地

〃

永

松

悟

〃

大
字
杵
築
一
三
二
一
番
地
一
五

監

事

矢

野

照

雄

〃

大
字
溝
井
二
一
〇
二
番
地

〃

工

藤

和

男

〃

大
字
宮
司
九
六
二
番
地

〃

宇
都
宮

集

〃

大
字
守
江
五
九
九
番
地

役

名

氏

名

住

所

理

事

加

藤

隆

義

杵
築
市
大
字
杵
築
九
〇
七
番
地

〃

阿

部

一

郎

〃

大
字
南
杵
築
一
五
八
七
番
地

〃

中

野

房

夫

〃

大
字
本
庄
八
〇
四
番
地
一

〃

宮

原

宣
太
郎

〃

大
字
八
坂
二
一
九
三
番
地

〃

小

春

稔

〃

大
字
鴨
川
三
二
七
番
地

〃

阿

部

光

孝

〃

大
字
溝
井
一
〇
二
七
番
地
三

〃

小

田

和

人

〃

大
字
溝
井
三
〇
二
七
番
地

〃

岩

尾

公

則

〃

大
字
日
野
二
二
二
三
番
地

〃

堀

内

清

美

〃

大
字
日
野
二
六
三
二
番
地

〃

宮

川

寿

章

〃

大
字
守
江
二
二
〇
八
番
地
一
〇

〃

小

原

一

美

〃

大
字
狩
宿
一
〇
六
一
番
地
三

〃

長

友

信

孝

〃

大
字
奈
多
三
二
六
六
番
地

〃

永

松

悟

〃

大
字
南
杵
築
一
六
一
九
番
地
七

監

事

村

上

定

〃

大
字
本
庄
一
三
〇
八
番
地
一

〃

大

村

誠

〃

大
字
奈
多
三
四
六
六
番
地

〃

中

畑

義

昭

〃

大
字
南
杵
築
一
九
二
六
番
地
一
一

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
杵
築
市
土

地
改
良
区
（
杵
築
市
）
か
ら
、
退
任
役
員
及
び
就
任
役
員
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が

あ
っ
た
。

令
和
四
年
九
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

（
退
任
役
員
）

（
就
任
役
員
）

令
和
四
年
九
月
九
日

大
分
県
報
（
公
告
）

三



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

令
和
四
年
九
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

速
見
郡
日
出
町
大
字
藤
原
字
宮
ノ
下
七
千
百
二
十
六
番
五
ほ
か
三
十
四
筆
及
び
七
千
百
四
十
五
番
四
の

一
部
並
び
に
七
千
百
二
十
八
番
一
ほ
か
五
筆
の
各
地
先
里
道
及
び
七
千
百
七
十
二
番
二
地
先
水
路

二

開
発
区
域
の
面
積

一
万
二
千
五
百
二
十
一
・
三
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

速
見
郡
日
出
町
大
字
藤
原
七
千
百
四
十
五
番
地
二

株
式
会
社
藤
伸

代
表
取
締
役

佐

藤

義

弘

四

完
了
検
査
年
月
日

令
和
四
年
七
月
二
十
五
日

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
九
月
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
種
類

大
分
県
立
図
書
館
業
務
シ
ス
テ
ム
賃
貸
借
契
約
（
長
期
継
続
契
約
）

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
教
育
庁
社
会
教
育
課

大
分
市
府
内
町
三
丁
目
十
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
七
月
十
三
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｆ
Ｌ
Ｃ
Ｓ
株
式
会
社
九
州
支
店

支
店
長

阿

部

泰

朋

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
東
比
恵
三
丁
目
一
番
二
号

五

落
札
金
額

二
百
七
十
五
万
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

七

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
四
年
五
月
十
七
日

令
和
四
年
九
月
九
日

大
分
県
報
（
公
告
）

四


